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〔
商
法
　
三
二
六
〕

共
同
相
続
株
式
の
分
割
承
継
を
前
提
と
す
る

議
決
権
行
使
と
株
主
総
会
決
議
の
蝦
疵

（
灘
蕪
鯉
灘
八
号
株
主
権
確
認
請
求
．
〉

判例研究

〔
判
示
事
項
〕

　
共
同
相
続
の
対
象
と
な
っ
た
株
式
に
つ
い
て
、
法
定
相
続
分
に
よ
る
分

割
承
継
を
前
提
と
す
る
株
主
名
簿
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
く
議
決
権
行

使
を
認
め
た
株
主
総
会
決
議
が
、
決
議
方
法
の
環
疵
を
理
由
と
し
て
取
り

消
さ
れ
た
事
例

〔
参
照
条
文
〕

　
商
法
二
〇
三
条
二
項
、
昭
和
五
六
年
改
正
商
法
前
の
二
四
七
条
一
項

〔
事
　
実
〕

　
被
告
磧
株
式
会
社
は
、
発
行
済
株
式
総
数
六
万
二
四
〇
〇
株
の
同
族
会

社
で
あ
る
。
葛
会
社
の
代
表
取
締
役
の
訴
外
A
は
、
同
社
株
式
を
四
万
八

二
〇
〇
株
所
有
し
て
い
た
が
、
昭
和
三
九
年
一
一
月
六
目
死
亡
し
た
。
A

の
長
男
で
あ
る
原
告
X
と
被
告
協
（
A
の
妻
）
、
境
（
次
男
）
、
㌔
（
参
男
）
、

亀
（
四
男
）
、
輪
（
長
女
）
の
六
名
が
A
を
相
続
し
た
。
A
死
亡
前
に
お
け

る
葛
会
社
の
株
主
構
成
は
、
A
四
万
八
二
〇
〇
株
、
X
六
〇
〇
〇
株
、
現

一
二
〇
〇
株
、
ぬ
三
〇
〇
〇
株
、
ぬ
二
〇
〇
㊦
株
、
鴨
一
〇
〇
〇
株
お
よ

び
輪
一
〇
〇
〇
株
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
紆
余
曲
折
を
経
て
、
A
所
有
の

株
式
の
う
ち
三
二
〇
〇
株
を
脇
が
承
継
す
る
旨
相
続
人
間
で
協
議
が
成
立

し
た
が
、
残
り
の
四
万
五
〇
〇
〇
株
に
つ
い
て
は
分
割
協
議
が
と
と
の
わ

ず
、
相
続
人
の
準
共
有
状
態
に
あ
っ
た
。

　
被
告
昭
会
社
は
・
A
の
遺
産
で
あ
る
四
万
五
〇
〇
〇
株
に
つ
ぎ
、
法
定

相
続
分
に
よ
る
相
続
が
開
始
し
、
原
則
的
に
は
、
砺
が
三
分
の
て
そ
の
他

の
相
続
人
は
各
一
五
分
の
二
の
割
合
で
当
然
に
分
割
承
継
し
た
と
判
断
し
、

各
相
続
人
の
生
前
の
受
益
分
を
考
慮
し
て
株
式
数
を
決
定
し
て
、
従
前
の

持
株
数
に
こ
れ
を
加
算
し
た
上
で
株
主
名
簿
を
作
成
し
た
。
昭
和
五
六
年

六
月
二
八
目
に
開
催
さ
れ
た
葛
会
社
の
第
三
四
期
定
時
株
主
総
会
は
、
右

の
株
主
名
簿
に
基
づ
き
招
集
さ
れ
て
お
り
、
「
1
　
訴
外
B
を
監
査
役
に

選
任
す
る
．
2
　
鴫
、
昭
、
驚
を
取
締
役
に
選
任
す
る
。
3
　
取
締
役
及

び
監
査
役
の
年
間
報
酬
総
額
を
一
八
○
○
万
円
以
下
と
す
る
．
4
　
第
三
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四
期
の
決
算
書
類
を
承
認
す
る
。
5
　
定
款
第
八
条
の
二
を
新
設
し
、
『
当

会
社
の
株
式
の
譲
渡
を
な
す
に
は
、
取
締
役
会
の
承
認
を
要
す
る
。
』
旨
定

款
を
変
更
す
る
。
」
と
の
五
項
目
の
決
議
を
し
た
。
そ
の
際
、
六
〇
〇
〇
株

を
有
す
る
X
が
反
対
し
た
だ
け
で
、
決
議
は
、
い
ず
れ
も
賛
成
多
数
で
承

認
可
決
さ
れ
た
．

　
原
告
X
は
、
実
際
に
は
遺
産
分
割
協
議
が
と
と
の
い
払
会
社
株
式
｝
万

五
七
五
〇
株
を
相
続
し
、
所
有
し
て
い
る
旨
の
確
認
を
求
め
（
四
四
四
〇

号
事
件
）
、
さ
ら
に
、
本
件
総
会
決
議
で
は
、
X
相
続
分
の
株
式
数
が
考

慮
さ
れ
て
お
ら
ず
、
箔
会
社
が
勝
手
に
作
成
し
た
株
主
名
簿
に
基
づ
い
て

議
決
権
を
行
使
さ
せ
て
い
る
の
で
、
主
位
的
に
本
件
総
会
決
議
は
無
効
で

あ
る
旨
を
主
張
し
、
予
備
的
に
、
A
所
有
の
株
式
が
未
分
割
で
あ
り
．
相

続
人
の
共
有
に
属
す
る
な
ら
ば
、
権
利
行
使
者
が
指
定
さ
れ
て
い
な
け
れ

ぽ
な
ら
ず
、
こ
の
指
定
の
な
い
か
ぎ
り
議
決
権
行
使
で
き
な
い
か
ら
、
こ

の
議
決
権
を
行
使
で
き
な
い
株
式
数
の
割
合
か
ら
す
れ
ば
、
本
件
総
会
決

議
の
方
法
に
瑠
疵
が
あ
り
取
消
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
旨
主
張
し
（
五
四
八
八

号
事
件
）
、
本
訴
に
及
ん
だ
。

〔
判
　
旨
〕

　
第
四
四
四
〇
号
事
件
請
求
及
び
第
五
四
八
八
号
事
件
の
主
位
的
請
求
を

棄
却
．
本
件
総
会
決
議
を
取
消
す
。

一
　
「
硫
会
社
に
は
、
定
款
上
、
株
主
総
会
開
催
の
た
め
の
定
数
の
定
め

が
な
い
こ
と
、
本
件
株
主
総
会
に
は
委
任
状
分
を
含
め
て
株
主
全
員
が
出

席
し
て
い
る
こ
と
…
…
本
件
総
会
決
議
が
い
ず
れ
も
X
（
議
決
権
を
認
め

ら
れ
た
株
式
数
六
〇
〇
〇
株
）
が
反
対
し
た
だ
け
で
、
賛
成
多
数
を
も
っ

て
承
認
可
決
…
…
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
遺
産
で
あ
る
四
万
五
〇
〇
〇
株
が

共
有
状
態
に
あ
っ
て
、
議
決
権
行
使
で
き
な
い
と
し
た
場
合
、
《
本
件
決

議
〉
1
、
2
、
4
に
つ
い
て
は
賛
成
多
数
で
可
決
…
…
さ
れ
て
い
る
が
、

同
3
に
つ
い
て
は
反
対
多
数
（
…
…
鴫
、
乳
、
馬
の
議
決
権
は
利
害
関
係

が
あ
る
こ
と
か
ら
除
外
さ
れ
る
の
で
…
…
）
で
否
決
さ
れ
、
同
5
に
つ
い
て

は
賛
成
が
三
分
の
二
の
多
数
に
達
せ
ず
…
…
否
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ

と
…
…
が
認
め
ら
れ
」
．
本
件
株
主
総
会
は
、
「
株
主
総
会
と
し
て
存
在
し
、

商
法
に
規
定
す
る
決
議
成
立
要
件
（
商
法
二
三
九
条
、
二
四
〇
条
）
を
も

充
足
し
て
い
る
か
ら
本
件
総
会
決
議
は
有
効
に
存
在
し
（
当
然
無
効
で
は

な
い
）
、
ま
た
本
件
総
会
決
議
の
内
容
自
体
が
法
令
又
は
定
款
に
違
反
す

る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
」

一
一
「
株
式
は
単
に
一
定
の
配
当
を
受
領
す
る
権
利
或
い
は
売
却
し
て
代

金
を
受
領
す
る
権
利
と
い
う
よ
う
な
金
銭
的
価
値
だ
け
を
有
す
る
に
す
ぎ

な
い
も
の
で
は
な
く
、
議
決
権
な
ど
会
社
の
経
営
に
関
与
す
る
権
利
を
含

ん
だ
会
社
に
対
す
る
株
主
た
る
地
位
を
表
章
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
民
法

四
二
七
条
の
適
用
が
あ
る
可
分
給
付
を
目
的
と
す
る
債
権
で
は
な
い
か
ら
．

株
式
を
共
同
相
続
し
た
場
合
、
遺
産
分
割
に
よ
っ
て
そ
の
帰
属
が
定
め
ら

れ
な
い
限
り
、
共
同
相
続
人
の
準
共
有
に
属
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相

当
で
あ
る
（
最
高
裁
昭
和
四
五
年
一
月
二
二
目
第
一
小
法
廷
判
決
・
民
集

二
四
巻
一
号
一
頁
）
と
こ
ろ
、
本
件
で
は
、
右
株
主
名
簿
の
記
載
が
、
相

続
人
の
協
議
に
よ
っ
て
右
A
の
株
式
が
分
割
さ
れ
て
、
そ
の
承
継
人
か
ら

そ
の
旨
名
義
書
換
請
求
が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
表
示
し
た
も
の
で
は
な
く
．
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X
を
除
い
た
相
続
人
の
意
向
を
呈
し
て
、
町
会
社
が
株
主
名
簿
を
創
造
的

に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
葛
会
社
の
自
認
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
そ
う
す
る
と
．
暇
会
社
の
株
主
名
簿
の
記
載
は
、
磧
会
社
自
身
、
A
の

株
式
に
つ
い
て
分
割
協
議
が
成
立
し
て
い
な
い
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
一

方
的
に
右
株
式
が
当
然
相
続
人
に
分
割
帰
属
す
る
も
の
と
考
え
て
作
成
し

た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
い
ま
だ
準
共
有
状
態
に
あ
る
真
実
の
権
利

関
係
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
右
株
主
名
簿
の
記
載
に
基
づ
い
て
議
決
権

が
行
使
さ
れ
た
本
件
総
会
決
議
に
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
決
議
方
法
に
法

令
違
反
が
存
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
』

〔
評
　
釈
〕

　
判
旨
に
若
干
疑
問
。

一
　
会
社
訴
訟
の
う
ち
三
分
の
一
程
度
は
、
株
式
・
持
分
の
相
続
、
特
に

共
同
相
続
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
り
、
会
社
訴
訟
の
姿
を
借
り
た
相
続
紛
争

と
い
う
現
象
を
呈
し
て
い
る
旨
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
大
野
「
株
式
・
持

分
の
相
続
準
共
有
と
権
利
行
使
者
の
法
的
地
位
」
八
十
年
代
商
事
法
の
諸

相
〈
鴻
先
生
還
暦
記
念
〉
一
…
三
頁
）
。
本
件
も
ま
さ
に
そ
の
例
に
も
れ

な
い
。
そ
し
て
、
本
件
は
、
法
定
相
続
分
に
よ
る
分
割
承
継
を
前
提
と
し

た
会
社
側
作
成
に
よ
る
株
主
名
簿
に
基
づ
く
議
決
権
行
使
を
認
め
た
株
主

総
会
決
議
が
、
決
議
方
法
に
堰
疵
が
あ
る
と
し
て
取
り
消
し
た
点
で
、
最

初
の
判
例
と
評
価
さ
れ
て
い
る
（
小
林
・
本
件
評
釈
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
六

五
号
九
四
頁
）
。

二
　
本
件
判
旨
が
、
昭
和
四
五
年
一
月
二
二
日
の
最
高
裁
判
例
を
引
用
し

て
述
べ
て
い
る
よ
う
な
見
解
、
す
な
わ
ち
、
株
式
の
共
同
相
続
の
場
合
、

遺
産
分
割
に
よ
っ
て
そ
の
帰
属
が
決
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
．
そ
の
株
式

は
共
同
相
続
人
の
準
共
有
に
属
す
る
と
の
見
解
が
現
在
の
通
説
で
あ
る
。

そ
し
て
．
会
社
と
の
関
係
で
株
式
の
準
共
有
関
係
を
認
め
ら
れ
る
た
め
に

は
、
株
主
名
簿
上
に
共
有
関
係
を
示
す
記
載
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

ず
、
そ
の
準
共
有
株
式
に
つ
い
て
は
、
商
法
二
〇
三
条
二
項
の
規
定
に
従

っ
て
、
株
主
の
権
利
を
行
使
す
べ
き
者
．
い
わ
ゆ
る
権
利
行
使
者
を
一
人

定
め
、
会
社
に
通
知
し
な
け
れ
ば
、
株
式
の
準
共
有
者
で
あ
る
共
同
相
続

人
は
、
会
社
に
対
し
て
株
主
で
あ
る
こ
と
を
対
抗
で
き
ず
、
株
主
権
を
行

使
で
き
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
（
米
津
・
新
版
注
釈
会
社
法
二
〇
三
条
注

四
、
五
〈
三
巻
五
一
頁
、
五
二
頁
〉
）
。

　
右
の
よ
う
な
通
説
的
見
解
に
対
し
て
、
株
式
の
相
続
に
際
し
て
、
各
相

続
人
は
、
相
続
株
式
に
つ
い
て
自
己
の
相
続
分
に
応
じ
て
独
自
に
承
継
す

る
こ
と
が
で
き
、
少
な
く
と
も
整
除
で
き
る
範
囲
で
株
主
名
簿
の
名
義
を

自
己
名
義
に
書
ぎ
換
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ゆ
え
、
単
独
で
株
主
権
を

行
使
で
き
る
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
（
出
口
「
株
式
の
共
同
相

続
と
商
法
二
〇
三
条
二
項
の
適
用
に
関
す
る
一
考
察
」
筑
波
法
政
一
二
号

八
九
頁
）
。
当
然
分
割
説
と
称
さ
れ
る
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
通
説
を
前

提
と
す
る
と
相
続
人
全
員
の
合
意
が
得
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、
共
有
名
義
へ

の
書
き
換
え
が
で
き
な
く
な
り
、
会
社
に
対
し
て
株
主
権
行
使
の
途
が
閉

さ
れ
る
結
果
が
生
ず
る
の
で
、
当
然
分
割
説
を
採
用
し
て
、
単
独
の
株
主

権
行
使
を
認
め
れ
ぽ
、
共
同
相
続
人
相
互
の
利
害
調
整
と
い
う
観
点
か
ら

し
て
、
よ
り
公
平
な
結
果
を
も
た
ら
す
と
主
張
さ
れ
る
（
出
口
・
前
掲
筑

波
法
政
一
二
号
八
八
頁
、
八
九
頁
）
。
こ
の
当
然
承
継
説
を
前
提
と
し
て
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考
え
る
と
、
法
定
相
続
分
を
基
本
に
し
た
本
件
昭
会
社
に
よ
る
本
件
議
決

権
行
使
の
取
り
扱
い
は
、
決
し
て
支
離
滅
裂
で
は
な
い
。
確
か
に
、
そ
の

よ
う
な
処
置
に
よ
っ
て
当
面
の
手
詰
り
状
態
を
打
破
し
て
事
態
を
前
に
進

め
る
こ
と
は
可
能
と
な
る
け
れ
ど
も
、
相
続
を
め
ぐ
る
紛
争
は
、
抜
本
的

に
は
解
決
さ
れ
て
お
ら
ず
、
混
乱
の
積
み
か
さ
ね
と
い
う
こ
と
に
な
り
か

ね
な
い
（
小
林
・
前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
六
五
号
九
五
頁
）
。

三
　
準
共
有
状
態
に
あ
る
株
式
に
関
し
て
、
権
利
行
使
者
の
定
め
が
な
い

場
合
に
、
葛
会
社
側
で
、
当
然
に
相
続
人
に
分
割
帰
属
す
る
と
考
え
、
株

主
名
簿
の
作
成
を
行
な
い
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
議
決
権
行
使
が
な
さ
れ
た

こ
と
に
な
っ
て
い
る
点
に
決
議
取
消
事
由
が
あ
る
も
の
と
判
旨
は
考
え
て

い
る
。
本
来
行
使
で
き
な
い
議
決
権
が
行
使
さ
れ
た
と
さ
れ
、
投
票
に
算

入
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
点
に
決
議
方
法
の
違
法
性
が
見
て
と
れ

る
の
で
、
こ
の
点
の
判
旨
は
妥
当
で
あ
る
（
学
説
の
中
に
は
、
行
使
で
き

な
い
議
決
権
に
つ
き
そ
の
投
票
の
み
を
無
効
と
す
れ
ば
よ
く
、
取
消
原
因

と
は
な
ら
な
い
と
解
す
る
も
の
が
あ
る
点
に
つ
い
て
は
、
谷
川
・
注
釈
会

社
法
二
四
七
条
注
一
〇
〈
四
巻
一
九
一
頁
〉
参
照
）
。
ま
た
、
判
旨
認
定

の
事
実
に
基
づ
い
て
本
件
決
議
を
見
る
と
、
決
議
の
不
存
在
や
決
議
内
容

の
法
令
違
反
な
ど
は
見
い
だ
せ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
本
件
決
議
の
環
疵

は
、
準
共
有
株
式
に
つ
き
、
権
利
行
使
者
の
定
め
が
な
い
の
に
、
議
決
権

行
使
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
確
か
に
、
本
件
決
議
に
は
決
議
取
消
事
由
が
あ
り
、
決
議
は
取
消
さ
れ

る
と
立
論
す
べ
き
で
あ
る
が
、
決
議
内
容
を
個
々
的
に
検
討
し
て
ゆ
く
と
、

い
わ
ゆ
る
裁
量
棄
却
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
部
分
も
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
本
件
町
会
社
で
は
、
総
会
決
議
に
関
し
て
定
足
数
の
定
め
は
な
い
．

従
っ
て
、
判
旨
認
定
の
よ
う
に
、
準
共
有
の
遺
産
株
式
に
つ
き
議
決
権
行

使
で
き
な
い
と
解
し
て
も
、
本
件
決
議
の
ー
、
2
、
4
は
、
賛
成
多
数
で

可
決
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
本
件
決
議
3
に
は
、
昭
和
五

六
年
改
正
前
の
商
法
二
三
九
条
五
項
が
適
用
さ
れ
．
特
別
利
害
関
係
人
の

議
決
権
を
除
く
と
本
件
決
議
3
は
否
決
さ
れ
、
本
件
決
議
5
は
、
定
款
変

更
な
の
で
、
商
法
三
四
三
条
の
関
係
か
ら
三
分
の
二
多
数
が
必
要
と
な
る

た
め
、
こ
れ
も
否
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
裁
量
棄
却
の

可
能
性
を
吟
味
す
べ
き
は
、
本
件
決
議
1
．
2
、
4
の
三
つ
で
あ
る
．

　
そ
の
場
合
に
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
、
本
件
決
議
に
一
つ
の
会
社
意
思

と
し
て
取
消
さ
れ
る
べ
き
暇
疵
が
付
着
し
て
い
る
の
に
、
部
分
的
に
裁
量

棄
却
さ
れ
得
る
か
否
か
で
あ
る
。
裁
量
棄
却
そ
の
も
の
は
．
衡
平
の
観
点

よ
り
す
る
裁
判
所
の
行
為
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
目
的
達
成
の
た
め

に
は
、
部
分
的
に
裁
量
棄
却
さ
れ
て
も
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
問
題

と
な
る
の
は
、
裁
量
棄
却
の
た
め
の
要
件
に
合
致
す
る
か
否
か
で
あ
る
。

昭
和
五
六
年
の
商
法
改
正
に
よ
り
、
商
法
二
五
一
条
に
そ
の
要
件
が
明
確

化
さ
れ
て
い
る
。
本
件
は
、
こ
の
商
法
改
正
前
の
事
案
で
は
あ
る
が
、
改

正
後
の
明
文
規
定
を
趣
旨
ど
お
り
に
適
用
し
て
も
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
昭
和
五
六
年
の
改
正
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
学
説
と
判
例
を

踏
ま
え
て
明
文
化
が
な
さ
れ
て
い
る
（
元
木
・
改
正
商
法
逐
条
解
説
〈
改

訂
増
補
版
〉
一
一
二
頁
）
か
ら
で
あ
る
。
明
文
化
さ
れ
た
要
件
に
よ
れ
ば
、

①
違
反
事
実
が
重
大
で
な
い
こ
と
、
お
よ
び
、
②
決
議
の
結
果
に
影
響
の

な
い
こ
と
の
二
点
が
必
要
で
あ
る
。
第
一
の
要
件
で
あ
る
違
反
の
事
実
が
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重
大
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
件
で
は
、
発
行
済
株
式
総
数
の
約
七

二
％
が
準
共
有
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
点
に
問
題
が
発
生
し
、
動
き
の
と

れ
な
い
手
詰
り
状
態
が
生
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
手
詰
り
状
態

は
、
準
共
有
株
主
間
で
協
議
が
と
と
の
わ
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
の

で
あ
り
、
し
か
る
べ
き
決
議
を
成
立
さ
せ
、
会
社
を
運
営
・
継
続
さ
せ
る

必
要
性
に
重
点
を
置
け
ぽ
、
相
当
数
の
株
式
が
関
係
し
て
い
て
も
、
重
大

で
な
い
と
評
価
で
き
る
。
さ
ら
に
、
本
件
総
会
は
、
委
任
状
分
も
含
め
て

全
員
出
席
総
会
で
あ
る
点
が
そ
れ
に
加
味
さ
れ
る
。
株
主
全
員
の
参
与
が

確
保
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
準
共
有
株
式

を
除
い
て
計
算
す
れ
ぽ
、
単
純
多
数
が
成
立
す
る
の
だ
か
ら
、
充
足
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
次
第
で
裁
量
棄
却
の
可
能
性
に
関
し
て
、

判
旨
に
若
干
の
疑
問
を
呈
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
成
四
年
五
月
二
六
日
）
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